
芦屋市 法適用不利益処分個票 

ID: 853  
担当部署: こども福祉部 こども家庭室 こども家庭・保健センター  

処分の概要 賠償受給による給付の制限 

法 令 名 

根 拠 条 項 
予防接種法 第18条第1項 

法 令 番 号 昭和23年法律第68号 

【根拠条文】 

 (損害賠償との調整) 

第18条 市町村長は、給付を受けるべき者が同一の事由について損害賠償を受けたときは、そ

の価額の限度において、給付を行わないことができる。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

備考  

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



芦屋市 法適用不利益処分個票 

ID: 854  
担当部署: こども福祉部 こども家庭室 こども家庭・保健センター  

処分の概要 賠償受給額相当額の返還命令 

法 令 名 

根 拠 条 項 
予防接種法 第18条第2項 

法 令 番 号 昭和23年法律第68号 

【根拠条文】 

 (損害賠償との調整) 

第18条  

2 市町村長は、給付を受けた者が同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の

限度において、その受けた給付の額に相当する金額を返還させることができる。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

備考  

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



芦屋市 法適用不利益処分個票 

ID: 855  
担当部署: こども福祉部 こども家庭室 こども家庭・保健センター  

処分の概要 不正受給者からの給付額の徴収 

法 令 名 

根 拠 条 項 
予防接種法 第19条第1項 

法 令 番 号 昭和23年法律第68号 

【根拠条文】 

 (不正利得の徴収) 

第19条 市町村長は、偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、国税徴収の

例により、その者から、その受けた給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収すること

ができる。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

備考  

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



芦屋市 法適用不利益処分個票 

ID: 856  
担当部署: こども福祉部 こども家庭室 こども家庭・保健センター  

処分の概要 予防接種の実費の徴収 

法 令 名 

根 拠 条 項 
予防接種法 第28条 

法 令 番 号 昭和23年法律第68号 

【根拠条文】 

 (実費の徴収) 

第28条 定期の予防接種又は臨時の予防接種(特定B類疾病に係るものに限る。)を行った者

は、予防接種を受けた者又はその保護者から、政令の定めるところにより、実費を徴収する

ことができる。ただし、これらの者が、経済的理由により、その費用を負担することができ

ないと認めるときはこの限りでない。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

備考  

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



芦屋市 法適用不利益処分個票 

ID: 857  
担当部署: こども福祉部 こども家庭室 こども家庭・保健センター  

処分の概要 障害年金の給付の額の改定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
予防接種法施行令 第15条 

法 令 番 号 昭和23年政令第197号 

【根拠条文】 

 (A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る年金たる給付

の額の変更) 

第15条 障害児又は法第16条第1項第3号の規定による障害年金の支給を受けている者の障害

の状態に変更があったため、新たに別表第1又は別表第2に定める他の等級に該当すること

となった場合においては、新たに該当するに至った等級に応ずる額を支給するものとし、従

前の給付は行わない。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

備考  

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



芦屋市 法適用不利益処分個票 

ID: 858  
担当部署: こども福祉部 こども家庭室 こども家庭・保健センター  

処分の概要 命令に従わない場合の給付差止め 

法 令 名 

根 拠 条 項 
予防接種法施行令 第16条第2項 

法 令 番 号 昭和23年政令第197号 

【根拠条文】 

 (A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る年金たる給付

に係る診断及び報告) 

第16条 

2 予防接種に係る年金たる給付を受けている者が、正当な理由がなくて前項の規定による命

令に従わず、又は報告をしないときは、市町村長は、予防接種に係る年金たる給付の支給を

一時差し止めることができる。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

備考  

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



芦屋市 法適用不利益処分個票 

ID: 1965  
担当部署: こども福祉部 こども家庭室 こども家庭・保健センター  

処分の概要 家庭支援事業による支援提供の措置の解除 

法 令 名 

根 拠 条 項 
児童福祉法 第21条の18第2項 

法 令 番 号 昭和22年法律第164号 

【根拠条文】 

第21条の18 市町村は、第10条第1項第4号に規定する計画が作成された者、第26条第1項第8号

の規定による通知を受けた児童その他の者その他の子育て短期支援事業、養育支援訪問事

業、一時預かり事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業又は親子関係形成支

援事業(以下この条において「家庭支援事業」という。)の提供が必要であると認められる者

について、当該者に必要な家庭支援事業(当該市町村が実施するものに限る。)の利用を勧奨

し、及びその利用ができるよう支援しなければならない。 

2 市町村は、前項に規定する者が、同項の規定による勧奨及び支援を行つても、なおやむを

得ない事由により当該勧奨及び支援に係る家庭支援事業を利用することが著しく困難であ

ると認めるときは、当該者について、家庭支援事業による支援を提供することができる。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

備考  

 

設 定 年 月 日 令和7年4月1日 最終変更年月日  年  月  日 

 



芦屋市 法適用不利益処分個票 

ID: 946  
担当部署: こども福祉部 こども家庭室 こども家庭・保健センター  

処分の概要 診療報酬の支払いの一時差止め 

法 令 名 

根 拠 条 項 
母子保健法 第20条第7項において準用する児童福祉法第21条の3第2項 

法 令 番 号 昭和40年法律第141号 

【根拠条文】 

 (養育医療) 

第20条  

7 児童福祉法第19条の12、第19条の20及び第21条の3の規定は養育医療の給付について、同法

第20条第7項及び第8項並びに第21条の規定は指定養育医療機関について、それぞれ準用す

る。この場合において、同法第19条の12中「診療方針」とあるのは「診療方針及び診療報酬」

と、同条第2項中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第19条の20(第2項

を除く。)中「小児慢性特定疾病医療費の」とあるのは「診療報酬の」と、同条第1項中「第

19条の3第10項」とあるのは「母子保健法第20条第7項において読み替えて準用する第19条の

12」と、同条第4項中「都道府県」とあるのは「市町村」と、「厚生労働省令」とあるのは「内

閣府令」と、同法第21条の3第2項中「都道府県の」とあるのは「市町村の」と読み替えるも

のとする。 

 

【基準】 

 根拠条文及び児童福祉法第21条の3第2項の規定による。 

第21条の3 

2 指定療育機関の管理者が、正当な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽

の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、都道府県知事は、当該指定療育機関に対する

都道府県の診療報酬の支払を一時差し止めることを指示し、又は差し止めることができる。 

 

備考  

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



芦屋市 法適用不利益処分個票 

ID: 947  
担当部署: こども福祉部 こども家庭室 こども家庭・保健センター  

処分の概要 費用の徴収 

法 令 名 

根 拠 条 項 
母子保健法 第21条の4第1項 

法 令 番 号 昭和40年法律第141号 

【根拠条文】 

 (費用の徴収) 

第21条の4 第20条の規定による養育医療の給付に要する費用を支弁した市町村長は、当該措

置を受けた者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全

部又は一部を徴収することができる。 

2 前項の規定による費用の徴収は、徴収されるべき者の居住地又は財産所在地の市町村に嘱

託することができる。 

3 第1項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、地方税

の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位

は、国税及び地方税に次ぐものとする。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

備考  

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



芦屋市 法適用不利益処分個票 

ID: 1977  
担当部署: こども福祉部 こども家庭室 こども家庭・保健センター  

処分の概要 不正利得の徴収 

法 令 名 

根 拠 条 項 
子ども・子育て支援法 第10条の4第1項 

法 令 番 号 平成24年法律第65号 

【根拠条文】 

(不正利得の徴収) 

第10条の4 市町村は、偽りその他不正の手段により妊婦のための支援給付を受けた者がある

ときは、その者から、その妊婦のための支援給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収

することができる。 

2 前項の規定による徴収金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項に規定す

る法律で定める歳入とする。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

備考  

 

設 定 年 月 日 令和7年4月1日 最終変更年月日  年  月  日 

 



芦屋市 法適用不利益処分個票 

ID: 1979  
担当部署: こども福祉部 こども家庭室 こども家庭・保健センター  

処分の概要 妊婦給付認定の取消し 

法 令 名 

根 拠 条 項 
子ども・子育て支援法 第10条の10 

法 令 番 号 平成24年法律第65号 

【根拠条文】 

(妊婦給付認定の取消し) 

第10条の10 妊婦給付認定を行った市町村は、妊婦給付認定を受けた者(以下「妊婦給付認定

者」という。)が当該市町村以外の市町村の区域内に住所地を有するに至ったと認めるとき

その他政令で定めるときは、当該妊婦給付認定を取り消すことができる。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

備考  

 

設 定 年 月 日 令和7年4月1日 最終変更年月日  年  月  日 

 


